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代表者の役職・氏名　            　　　　　印


滋賀県自動車税収納計器の取扱い等に関する規則（昭和47年滋賀県規則第91号）第2条第2項の規定に基づき、収納計器取扱人指定申請を行うにあたって、下記の事項について、真実に相違ありません。
また、下記の事項について、関係機関に照会を行うことを承諾します。

記

１　次の基準のいずれにも該当しない者であること

（ア） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する者

　（イ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号および第6号に規定する者ならびにその統制下にあると認められる者

(ウ) 過去において、本人の責めに帰すべき事由により、証紙売りさばき人の指定の取消しを受けたことがある者で、その日から2年以上経過していない者

　（エ） 自ら自動車税を支払い、証紙代金収納印を押印することを専ら目的とする者

2　不特定多数の一般県民に証紙代金収納印の押印ができる者であること

３　県税に滞納がない者であること

４　収納計器取扱に必要な資金を有すると認められる者であること

５　前各号に掲げるもののほか収納計器の取扱を行うことに対し不適当と判断されない者であること
